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財務諸表及び勘定科目内訳明細書データを e-Tax 送信

財務諸表等データのＣＳＶファイルを作成

ＣＳＶファイルを組み込み、 データを変換し、 送信

● 1 で作成した CSV ファイルを e-Tax で受付可能なデータ形式に変換できる税務・会計ソフトに組み込み、

　データ形式を変換の上、e-Tax に送信します。 

● 利用している税務・会計ソフトが e-Tax で受付可能なデータ形式に変換する機能を有していない場合は、

　「e-Tax ソフト（PC 版）」に組み込み、データ形式を変換の上、e-Tax に送信することができます。

≪留意事項≫

● 財務諸表については、データ変換時に、勘定科目名称が変更される場合があります。

   例：「現金・預金」→「現金及び預金」 
● 作成したＣＳＶファイルを税務・会計ソフト又は「ｅ-Tax ソフト（ＰＣ版）」に組み込む場合、データ容量に制限（10ＭＢ）

   があります。

１

２

　 税務 ・ 会計ソフトで作成した法人税申告の財務諸表及び勘定科目内訳明細書データ （以下 「財
務諸表等データ」 といいます。） が、 e-Tax で受付可能なデータ形式 （XBRL 形式又は XML 形式）
で作成されていない場合、 別途、 郵送などで書面による提出が必要でしたが、 国税庁が定めたファ
イル形式 （CSV 形式） のデータであれば、 e-Tax で受付可能なデータ形式に変換し、 e-Tax に送
信することができるようになりました。

● 国税庁が定めたファイル形式（CSV 形式）でデータが作成できる税務・会計ソフトを使用して、 財務諸表等

　 データを作成します

ダイレクト納付とは・・・
事前に税務署に届出をしておけば、e-Tax を利用して電子申告・徴収高計算書データの送信又は納付情報登録
依頼をした後に、簡単な操作で、届出をした預貯金口座からの振替により、即時又は指定した期日に納付するこ
とができる便利な電子納税の納付手段です。

○即時又は納付日を指定して納付することが可能！ 
○税理士が納税者に代わって納付手続を行うことが可能！

○インターネットを利用できるパソコンが あれば、 簡単な手続で利用可能！ 
○インターネットバンキングの契約が不要！
○金融機関や税務署の窓口に出向く必要がありません ! 

ダイレクト納付を利用するには

ダイレクト納付利用可能金融機関に預貯金口座がある①

利用者識別番号を取得する②

ダイレクト納付利用届出書を提出する③

利用可能金融機関は国税庁ホームページ（www.nta.go.jp）でご確認ください。

e-Tax ホームページ （www.e-tax.nta.go.jp) から、 「e-Tax の開始届出書」 をオンラインで提出し、 利用者識別番号を
取得してください ( 即時発行されます）。

「国税ダイレクト方式電子納税依頼書兼国税ダイレクト方式電子納税届出書」 に署名、 押印の上、 書面で税務署に提出
してください。
※ダイレクト納付が利用可能となるまでには、「ダイレクト納付利用届出書」を書面で提出してから、1 か月程度かかります。

簡単・便利な               をご利用ください 
国税の納付は、

ダイレクト納付ダイレクト納付

徴収高計算書データの送信に電子証明書や

IC カードリーダライタ は不要です。

また、ダイレクト納付にも、電子証明書等は

不要なので、源泉所得税及び復興特別所得税

を納めている方に、特におすすめです。

簡 単

便 利

税務署からのお知らせ

添付書類の提出が便利になりました。

利用開始の手続、 e-Tax の推奨環境、 「e-Tax ソフト」 の操作方法及び
よくある質問 （Q&A） など、 e-Tax に関する最新の情報をお知らせしています。

ｗｗｗ.e-tax.nta.go.jpｗｗｗ.e-tax.nta.go.jpｗｗｗ.e-tax.nta.go.jp
イータックス 検 索

▶月曜日～金曜日 8時30分～24時(祝日等及び12月29日～1月3日を除きます。)

※利用可能時間は、 メンテナンス作業などにより変更する場合や、 時期により延長する場合があります。
    e-Tax のご利用に当たっては、 最新の情報を e-Tax ホームページでご確認ください。

▶月曜日～金曜日 9 時～ 17 時 ( 祝日等及び 12 月 29 日～ 1 月 3 日を除きます。)

※税務 ・ 会計ソフトに関するご質問については、 各税務 ・ 会計ソフト販売会社へお問い合わせください。
※受付時間は、 時期により延長する場合があります。 お問合せに当たっては、 最新の情報を e-Tax ホームページでご確認ください。

　e-Tax の利用開始の手続、 「e-Tax ソフト」 及びそのパソコン操作に関するお問合せに電話で対応する専用窓口です。
パソコンなどを起動してお問合せになる画面を表示させてからお電話ください。 
　なお、 申告書などの作成、 記載内容などのご相談は、 最寄りの税務署へお問合せください。 

ナビダイヤル（全国一律市内通話料金）０５７０-０１-５９０１ 
e　　  コ   ク   ゼ  イ

e-Tax の利用可能時間e-Tax の利用可能時間

e-Tax・作成コーナーヘルプデスクe-Tax・作成コーナーヘルプデスク

イメージデータで送信
　 e-Tax で申告書及び申請 ・ 届出書データ （以下 「申告書等データ」 といいます。） を送信する際に、
別途、 郵送などで書面により提出する必要があった添付書類について、 イメージデータにより送信する
ことができるようになりました。
   イメージデータで送信可能な添付書類は、 出資関係図や収用証明書などです。 イメージデータで送
信可能な具体的な添付書類名や留意事項などの詳細については、 e-Tax ホームページ 「添付書類の
イメージデータによる提出について」 (www.e-tax.nta.go.jp/imagedata/imagedata1.htm) でご確認ください。 

ＰＤＦ形式のイメージデータを作成

作成したイメージデータを送信

● 添付書類（書面）のスキャナによる読み込みやパソコンで作成した添付書類（文書データなど）のファイル形式

    の変換などにより、PDF 形式のイメージデータを作成します。 

● イメージデータ作成時の留意点

    ・目視により内容の確認ができること 

    ・パスワードを設定していないこと 

    ・白黒で解像度は 200dpi 以下を推奨

● 作成したイメージデータの送信方式は、申告書等データと同時に送信する「同時送信方式」 及び申告書等データ

    送信後に別途、受信通知から追加で送信する「追加送信方式」があります。

● 利用している税務・会計ソフトでイメージデータを送信できない場合は、申告書等データを e-Tax に送信後、

    その受信通知から「e-Tax ソフト（WEB 版又は PC 版）」でイメージデータを追加送信することができます。 

≪留意事項≫
 ● 申告書、申請・届出書やイメージデータによる送信の対象とならない書類をイメージデータで送信された場合、法令上、

  その送信は効力を有しないこととなります。この場合、改めて、電子データ（ＸＢＲＬ形式又はＸＭＬ形式）の送信又は

　書面による提出が必要であり、再送信又は書面提出の日が文書収受日となります。 
 ● 法令の規定により原本の提出が必要とされている第三者作成の添付書類 ( 収用証明書、登記事項証明書など ) は、法定

  申告期限又は提出した日から原則５年間保存しておく必要があります。 
 ● 税務署で、送信されたイメージデータの内容が確認できない場合には、イメージデータの再送信又は書面による提出が

  必要となります。

１

２

ネットが便利 申告・納税ネットが便利 申告・納税 e-Taxe-Taxe-Tax

詳しくは、　　　　　　      をご覧ください。e-Tax ホームページ
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財務諸表及び勘定科目内訳明細書データを e-Tax 送信

財務諸表等データのＣＳＶファイルを作成

ＣＳＶファイルを組み込み、 データを変換し、 送信

● 1 で作成した CSV ファイルを e-Tax で受付可能なデータ形式に変換できる税務・会計ソフトに組み込み、

　データ形式を変換の上、e-Tax に送信します。 

● 利用している税務・会計ソフトが e-Tax で受付可能なデータ形式に変換する機能を有していない場合は、

　「e-Tax ソフト（PC 版）」に組み込み、データ形式を変換の上、e-Tax に送信することができます。

≪留意事項≫

● 財務諸表については、データ変換時に、勘定科目名称が変更される場合があります。

   例：「現金・預金」→「現金及び預金」 
● 作成したＣＳＶファイルを税務・会計ソフト又は「ｅ-Tax ソフト（ＰＣ版）」に組み込む場合、データ容量に制限（10ＭＢ）

   があります。

１

２

　 税務 ・ 会計ソフトで作成した法人税申告の財務諸表及び勘定科目内訳明細書データ （以下 「財
務諸表等データ」 といいます。） が、 e-Tax で受付可能なデータ形式 （XBRL 形式又は XML 形式）
で作成されていない場合、 別途、 郵送などで書面による提出が必要でしたが、 国税庁が定めたファ
イル形式 （CSV 形式） のデータであれば、 e-Tax で受付可能なデータ形式に変換し、 e-Tax に送
信することができるようになりました。

● 国税庁が定めたファイル形式（CSV 形式）でデータが作成できる税務・会計ソフトを使用して、 財務諸表等

　 データを作成します

ダイレクト納付とは・・・
事前に税務署に届出をしておけば、e-Tax を利用して電子申告・徴収高計算書データの送信又は納付情報登録
依頼をした後に、簡単な操作で、届出をした預貯金口座からの振替により、即時又は指定した期日に納付するこ
とができる便利な電子納税の納付手段です。

○即時又は納付日を指定して納付することが可能！ 
○税理士が納税者に代わって納付手続を行うことが可能！

○インターネットを利用できるパソコンが あれば、 簡単な手続で利用可能！ 
○インターネットバンキングの契約が不要！
○金融機関や税務署の窓口に出向く必要がありません ! 

ダイレクト納付を利用するには

ダイレクト納付利用可能金融機関に預貯金口座がある①

利用者識別番号を取得する②

ダイレクト納付利用届出書を提出する③

利用可能金融機関は国税庁ホームページ（www.nta.go.jp）でご確認ください。

e-Tax ホームページ （www.e-tax.nta.go.jp) から、 「e-Tax の開始届出書」 をオンラインで提出し、 利用者識別番号を
取得してください ( 即時発行されます）。

「国税ダイレクト方式電子納税依頼書兼国税ダイレクト方式電子納税届出書」 に署名、 押印の上、 書面で税務署に提出
してください。
※ダイレクト納付が利用可能となるまでには、「ダイレクト納付利用届出書」を書面で提出してから、1 か月程度かかります。

簡単・便利な               をご利用ください 
国税の納付は、

ダイレクト納付ダイレクト納付

徴収高計算書データの送信に電子証明書や

IC カードリーダライタ は不要です。

また、ダイレクト納付にも、電子証明書等は

不要なので、源泉所得税及び復興特別所得税

を納めている方に、特におすすめです。

簡 単

便 利

税務署からのお知らせ

添付書類の提出が便利になりました。

利用開始の手続、 e-Tax の推奨環境、 「e-Tax ソフト」 の操作方法及び
よくある質問 （Q&A） など、 e-Tax に関する最新の情報をお知らせしています。

ｗｗｗ.e-tax.nta.go.jpｗｗｗ.e-tax.nta.go.jpｗｗｗ.e-tax.nta.go.jp
イータックス 検 索

▶月曜日～金曜日 8時30分～24時(祝日等及び12月29日～1月3日を除きます。)

※利用可能時間は、 メンテナンス作業などにより変更する場合や、 時期により延長する場合があります。
    e-Tax のご利用に当たっては、 最新の情報を e-Tax ホームページでご確認ください。

▶月曜日～金曜日 9 時～ 17 時 ( 祝日等及び 12 月 29 日～ 1 月 3 日を除きます。)

※税務 ・ 会計ソフトに関するご質問については、 各税務 ・ 会計ソフト販売会社へお問い合わせください。
※受付時間は、 時期により延長する場合があります。 お問合せに当たっては、 最新の情報を e-Tax ホームページでご確認ください。

　e-Tax の利用開始の手続、 「e-Tax ソフト」 及びそのパソコン操作に関するお問合せに電話で対応する専用窓口です。
パソコンなどを起動してお問合せになる画面を表示させてからお電話ください。 
　なお、 申告書などの作成、 記載内容などのご相談は、 最寄りの税務署へお問合せください。 

ナビダイヤル（全国一律市内通話料金）０５７０-０１-５９０１ 
e　　  コ   ク   ゼ  イ

e-Tax の利用可能時間e-Tax の利用可能時間

e-Tax・作成コーナーヘルプデスクe-Tax・作成コーナーヘルプデスク

イメージデータで送信
　 e-Tax で申告書及び申請 ・ 届出書データ （以下 「申告書等データ」 といいます。） を送信する際に、
別途、 郵送などで書面により提出する必要があった添付書類について、 イメージデータにより送信する
ことができるようになりました。
   イメージデータで送信可能な添付書類は、 出資関係図や収用証明書などです。 イメージデータで送
信可能な具体的な添付書類名や留意事項などの詳細については、 e-Tax ホームページ 「添付書類の
イメージデータによる提出について」 (www.e-tax.nta.go.jp/imagedata/imagedata1.htm) でご確認ください。 

ＰＤＦ形式のイメージデータを作成

作成したイメージデータを送信

● 添付書類（書面）のスキャナによる読み込みやパソコンで作成した添付書類（文書データなど）のファイル形式

    の変換などにより、PDF 形式のイメージデータを作成します。 

● イメージデータ作成時の留意点

    ・目視により内容の確認ができること 

    ・パスワードを設定していないこと 

    ・白黒で解像度は 200dpi 以下を推奨

● 作成したイメージデータの送信方式は、申告書等データと同時に送信する「同時送信方式」 及び申告書等データ

    送信後に別途、受信通知から追加で送信する「追加送信方式」があります。

● 利用している税務・会計ソフトでイメージデータを送信できない場合は、申告書等データを e-Tax に送信後、

    その受信通知から「e-Tax ソフト（WEB 版又は PC 版）」でイメージデータを追加送信することができます。 

≪留意事項≫
 ● 申告書、申請・届出書やイメージデータによる送信の対象とならない書類をイメージデータで送信された場合、法令上、

  その送信は効力を有しないこととなります。この場合、改めて、電子データ（ＸＢＲＬ形式又はＸＭＬ形式）の送信又は

　書面による提出が必要であり、再送信又は書面提出の日が文書収受日となります。 
 ● 法令の規定により原本の提出が必要とされている第三者作成の添付書類 ( 収用証明書、登記事項証明書など ) は、法定

  申告期限又は提出した日から原則５年間保存しておく必要があります。 
 ● 税務署で、送信されたイメージデータの内容が確認できない場合には、イメージデータの再送信又は書面による提出が

  必要となります。

１

２

ネットが便利 申告・納税ネットが便利 申告・納税 e-Taxe-Taxe-Tax

詳しくは、　　　　　　      をご覧ください。e-Tax ホームページ
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御祝辞

▲上野間税会
　　亀山会長　　

▲東京上野税務署
　　　  山口署長

▲台東区
　　服部区長

▲台東都税事務所
　　　　新井所長

▲司会　中立理事

▲来賓のご紹介

▲中締め　上田常任顧問▲乾杯　平野顧問

▲挨拶　小林会長

懇
談
会

＜第三部＞
公益社団法人上野法人会

第 5 回通常総会

順天堂大学名誉教授

公益社団法人

　上野法人会 16：00 ～ 17：20
平成２8年 6月2日（木）

東天紅上野本店３階「鳳凰の間」

【と　き】

【ところ】

免疫と長生き
　6月2日午後4時より、東天紅上野本店3階「鳳凰
の間」において順天堂大学医学部名誉教授奥村康氏
による講演会を開催致しました。
　奥村先生は、数々の賞を受賞され、臓器移植後
の拒絶反応を抑える新手法を開発されるなど免
疫学の第一人者としてよく知られている方です。
ご講演のテーマから難しい専門的なお話になる
のではと想像しておりましたが、分かり易く時々
ユーモアも交えた絶妙な語り口で楽しく拝聴さ
せていただきました。強いストレスがあると、Ｎ
Ｋ細胞の活性が衰えるから、喫煙も我慢しなくて
よい、という持論をお話しいただき愛煙家の方は
喜んでおりました。

奥村　康氏

　緊急時支援エントリーシートも会
場に設置いたしました。ご賛同しご
登録頂きました皆様ありがとうござ
いました。

　『今回の「熊本地震」で、私達の仲間で
ある熊本県等の法人会も被害を受けてい
ます。この募金は、各法人会の上部団体
である公益財団法人全国法人会総連合を
通して、被災した現地法人会への義援金
として、使用させていただきます。是非、
皆様のご協力をよろしくお願い申し上げ
ます。』との、上野法人会　社会貢献委員
会の呼びかけにより、募金箱が総会会場
に設置されました。
　皆様の善意による募金は、総額５６，
２２０円になりましたことをご報告させ
ていただきます。皆様のご協力に深く感
謝申し上げます。
  募金は義援金として全法連へお送りい
たします。

通常総会が終了して、来賓の皆様に御祝辞を頂きました。

　第三部は８階『ザ・ルーキス』にて懇談会が開催されました。
小林会長の挨拶、大勢ご出席いただきましたご来賓の挨拶、紹介に続き、
乾杯のご発声は平野顧問、歓談、そして時間を少し伸ばしての上田常任顧
問の中締めまで和やかな歓談となりました。

社 会 貢 献 委 員 会

　皆様のご厚意で沢山の切手、
新品タオル、ペットボトル
キャップを頂きました。これか
らも続けてまいりますのでご協
力お願い致します。

女 性 部 会

社 会 貢 献 活 動

（長岡信裕社会貢献委員長）

（中立由美子女性部会長）

　第 3 部は 8 階「ザ・ルーキス」にて、懇談会が開催
されました。最初に司会より、小林会長の平成28年
春の叙勲｢旭日小綬章」授章が報告されました。会
長は、にこやかにお礼し、挨拶されました。
　続いて、来賓のご紹介、そして乾杯のご発声は平
野顧問が担当され和やかに懇談会が始まりまし
た。講演会で講師をして頂いた奥村先生もご参加
され、大きな人の輪ができていました。
　そして、上田常任顧問が締めくくりの挨拶をし、
三本締めにて無事終了いたしました。

奥村　康　　講演会氏

お　く　　　む　ら　　　　　　こ　う

特定退職金共済制度
　　　　　　　DVD 視聴

　6月2日総会開始前に、公益財団法人東法連特定退職金共済会
（当会の上部組織である東京法人会連合会が母体となり52年に設
立された）「特定退職金共済制度」のDVDを映写しました。

　制度の特色：従業員のための退職金を計画的に準備できます。

また、公益財団法人 東法連特定退職金共済会の組織を通じて、退職

金制度が確立でき、優秀な人材の確保、従業員の意欲向上、定着化

に役立ちます。従業員のための退職金を計画的に準備できます。　

＜会員増強感謝状＞
朝日信用金庫　本店　　伊藤康博　様
　　　　合羽橋支店　　穴澤孝行　様
　　　　　上野支店　　沼田明広　様
　　　　　西町支店　　山本茂夫　様　
　　　　　根岸支店　　古川英城　様
大同生命保険（株）上野支社　肥後　学　様

東天紅上野本店３階「鳳凰の間」
　午後５時３０分～第一部　表彰状・感謝状贈呈式
　　　　　　　　　第二部　第５回通常総会
東天紅上野本店８階「ザ・ルーキス」
　午後６時３０分～第三部　懇談会　　　　　

　通常総会は、平成２ 8 年３月末正会員数３ ,１００社中、
出席１,６１０社（内、委任状による出席１,４６９社）過半
数を超えており適正に成立致しました。

通常総会第５回

公益社団法人上野法人会

▲佐藤副会長

▲代表　吉田様 ▲代表　久保様 ▲代表　伊藤様

▲披露　森重様　佐藤様

第
５
回
通
常
総
会

議事
第 1号報告　平成２７年度事業報告の件
第 2号報告　平成２８年度事業計画の件
第 3号報告　平成２８年度収支予算の件
第 1号議案　平成２７年度計算書類等（決算）報告の件
　　　　　　　　　〃　　監査報告の件

＜表彰状２０年以上＞
理　事　
　　　　吉田憲一郎　様
竹町支部台東四丁目地区

　　　　熊谷　泰幸　　様
東上野支部東上野三丁目中町会地区

　　　　小川　佳宣　　様
上野支部仲御徒町中地区

　　　　平松　英子　様
女性部会
　　　　高橋　和代　様

＜感謝状１０年以上＞
竹町支部二長町地区

　　　　　坂﨑　康宏　様
上野支部仲徒三・四地区

　　　　　鑓溝　隆男　様
上野支部上野三橋五条町地区

　　　　　久保　隆　　様

＜ご披露＞
東京国税局長表彰
　　佐藤　一也　様

＜ご披露＞
東京都主税局長税務功労者表彰
　　　　　　　森重　ひろみ　様

表
彰
状
・
感
謝
状
贈
呈
式

＜第一部＞

＜第二部＞

地域の発展と活力ある法人会を目指して

平成２８年６月２日（木）

　第一部では役員として２０年以上ご奉仕頂いた方
５名に表彰状、１０年以上ご奉仕頂いた方３名に感
謝状、そして会員増強にご協力頂きました６社の代
表者に感謝状を贈呈しました。　

▲小林会長

▲長澤事業副会長 ▲太田事業委員長 ▲熊倉監事

▲議長　小林会長

▲平野会計

▲委任状を掲げる
　志賀青年副部会長

▲小林会計

定足数の発表



5

御祝辞

▲上野間税会
　　亀山会長　　

▲東京上野税務署
　　　  山口署長

▲台東区
　　服部区長

▲台東都税事務所
　　　　新井所長

▲司会　中立理事

▲来賓のご紹介

▲中締め　上田常任顧問▲乾杯　平野顧問

▲挨拶　小林会長

懇
談
会

＜第三部＞
公益社団法人上野法人会

第 5 回通常総会

順天堂大学名誉教授

公益社団法人

　上野法人会 16：00 ～ 17：20
平成２8年 6月2日（木）

東天紅上野本店３階「鳳凰の間」

【と　き】

【ところ】

免疫と長生き
　6月2日午後4時より、東天紅上野本店3階「鳳凰
の間」において順天堂大学医学部名誉教授奥村康氏
による講演会を開催致しました。
　奥村先生は、数々の賞を受賞され、臓器移植後
の拒絶反応を抑える新手法を開発されるなど免
疫学の第一人者としてよく知られている方です。
ご講演のテーマから難しい専門的なお話になる
のではと想像しておりましたが、分かり易く時々
ユーモアも交えた絶妙な語り口で楽しく拝聴さ
せていただきました。強いストレスがあると、Ｎ
Ｋ細胞の活性が衰えるから、喫煙も我慢しなくて
よい、という持論をお話しいただき愛煙家の方は
喜んでおりました。

奥村　康氏

　緊急時支援エントリーシートも会
場に設置いたしました。ご賛同しご
登録頂きました皆様ありがとうござ
いました。

　『今回の「熊本地震」で、私達の仲間で
ある熊本県等の法人会も被害を受けてい
ます。この募金は、各法人会の上部団体
である公益財団法人全国法人会総連合を
通して、被災した現地法人会への義援金
として、使用させていただきます。是非、
皆様のご協力をよろしくお願い申し上げ
ます。』との、上野法人会　社会貢献委員
会の呼びかけにより、募金箱が総会会場
に設置されました。
　皆様の善意による募金は、総額５６，
２２０円になりましたことをご報告させ
ていただきます。皆様のご協力に深く感
謝申し上げます。
  募金は義援金として全法連へお送りい
たします。

通常総会が終了して、来賓の皆様に御祝辞を頂きました。

　第三部は８階『ザ・ルーキス』にて懇談会が開催されました。
小林会長の挨拶、大勢ご出席いただきましたご来賓の挨拶、紹介に続き、
乾杯のご発声は平野顧問、歓談、そして時間を少し伸ばしての上田常任顧
問の中締めまで和やかな歓談となりました。

社 会 貢 献 委 員 会

　皆様のご厚意で沢山の切手、
新品タオル、ペットボトル
キャップを頂きました。これか
らも続けてまいりますのでご協
力お願い致します。

女 性 部 会

社 会 貢 献 活 動

（長岡信裕社会貢献委員長）

（中立由美子女性部会長）

　第 3 部は 8 階「ザ・ルーキス」にて、懇談会が開催
されました。最初に司会より、小林会長の平成28年
春の叙勲｢旭日小綬章」授章が報告されました。会
長は、にこやかにお礼し、挨拶されました。
　続いて、来賓のご紹介、そして乾杯のご発声は平
野顧問が担当され和やかに懇談会が始まりまし
た。講演会で講師をして頂いた奥村先生もご参加
され、大きな人の輪ができていました。
　そして、上田常任顧問が締めくくりの挨拶をし、
三本締めにて無事終了いたしました。

奥村　康　　講演会氏

お　く　　　む　ら　　　　　　こ　う

特定退職金共済制度
　　　　　　　DVD 視聴

　6月2日総会開始前に、公益財団法人東法連特定退職金共済会
（当会の上部組織である東京法人会連合会が母体となり52年に設
立された）「特定退職金共済制度」のDVDを映写しました。

　制度の特色：従業員のための退職金を計画的に準備できます。

また、公益財団法人 東法連特定退職金共済会の組織を通じて、退職

金制度が確立でき、優秀な人材の確保、従業員の意欲向上、定着化

に役立ちます。従業員のための退職金を計画的に準備できます。　

＜会員増強感謝状＞
朝日信用金庫　本店　　伊藤康博　様
　　　　合羽橋支店　　穴澤孝行　様
　　　　　上野支店　　沼田明広　様
　　　　　西町支店　　山本茂夫　様　
　　　　　根岸支店　　古川英城　様
大同生命保険（株）上野支社　肥後　学　様

東天紅上野本店３階「鳳凰の間」
　午後５時３０分～第一部　表彰状・感謝状贈呈式
　　　　　　　　　第二部　第５回通常総会
東天紅上野本店８階「ザ・ルーキス」
　午後６時３０分～第三部　懇談会　　　　　

　通常総会は、平成２ 8 年３月末正会員数３ ,１００社中、
出席１,６１０社（内、委任状による出席１,４６９社）過半
数を超えており適正に成立致しました。

通常総会第５回

公益社団法人上野法人会

▲佐藤副会長

▲代表　吉田様 ▲代表　久保様 ▲代表　伊藤様

▲披露　森重様　佐藤様

第
５
回
通
常
総
会

議事
第 1号報告　平成２７年度事業報告の件
第 2号報告　平成２８年度事業計画の件
第 3号報告　平成２８年度収支予算の件
第 1号議案　平成２７年度計算書類等（決算）報告の件
　　　　　　　　　〃　　監査報告の件

＜表彰状２０年以上＞
理　事　
　　　　吉田憲一郎　様
竹町支部台東四丁目地区

　　　　熊谷　泰幸　　様
東上野支部東上野三丁目中町会地区

　　　　小川　佳宣　　様
上野支部仲御徒町中地区

　　　　平松　英子　様
女性部会
　　　　高橋　和代　様

＜感謝状１０年以上＞
竹町支部二長町地区

　　　　　坂﨑　康宏　様
上野支部仲徒三・四地区

　　　　　鑓溝　隆男　様
上野支部上野三橋五条町地区

　　　　　久保　隆　　様

＜ご披露＞
東京国税局長表彰
　　佐藤　一也　様

＜ご披露＞
東京都主税局長税務功労者表彰
　　　　　　　森重　ひろみ　様

表
彰
状
・
感
謝
状
贈
呈
式

＜第一部＞

＜第二部＞

地域の発展と活力ある法人会を目指して

平成２８年６月２日（木）

　第一部では役員として２０年以上ご奉仕頂いた方
５名に表彰状、１０年以上ご奉仕頂いた方３名に感
謝状、そして会員増強にご協力頂きました６社の代
表者に感謝状を贈呈しました。　

▲小林会長

▲長澤事業副会長 ▲太田事業委員長 ▲熊倉監事

▲議長　小林会長

▲平野会計

▲委任状を掲げる
　志賀青年副部会長

▲小林会計

定足数の発表
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税理士　 野川 悟志

  社員の給与がアップすると法人税が軽減

されると聞きましたが、どのような制度で

すか。

　所得拡大促進税制の適用を受けるには、

どのような要件があるのですか。

　金額的な要件は分かりましたが、雇用者

とはどのような方をいうのですか。

　継続雇用者に対する給与等とはどのよう

なものをいうのですか。

  要件によって計算の対象となる給与等

が違うのですね。集計する際は気を付け

ないと。

サキ先生

サキ先生

サキ先生

サキ先生

　お尋ねの制度は「所得拡大促進税制」です

ね。これは、個人の所得水準の改善を通じた

消費拡大などを目指して、平成 25 年度に創

設された制度です。所定の要件をクリアする

必要がありますが、給与等を増加させた場合

に、増加分の 10％相当額が法人税額から控除

（法人税額の 10％〈中小企業者は 20％〉が限

度）されることになります。この給与等は、

所得の計算上、損金に算入されるもので、所

得税法上の給与所得に該当するものが対象と

なります。このため、毎月の給与のほか、賞

与や残業手当、現物給与などは対象となりま

すが、退職金や非課税の通勤手当は対象とな

りません。　 

　雇用者とは、国内の事業所に勤務する雇用

者で賃金台帳に記載された方をいいます。

パートやアルバイトの方も含まれますが、

役員や役員の親族などは除かれます。

ただし、先ほど説明した３つ目の要件の平均

給与等支給額の計算においては、雇用者に対

する給与等ではなく、継続雇用者に対する給

与等であることがポイントです。　 

　大きく３つの要件があります。

１つ目は、雇用者給与等支給額が基準事業

年度（平成 25 年 4 月 1 日以後に開始する

各事業年度のうち最も古い事業年度開始の

日の前日を含む事業年度）と比較し、一定

割合以上増加していることです。リサさん

の会社は資本金が 1,000 万円（中小企業者）

で、事業年度は 4 月 1 日から 3 月 31 日で

すから、平成 29 年 3 月期に適用を受ける

のであれば平成 25 年 3 月期と比較して

3％以上、平成 30 年 3 月期に受けるのであ

れば、同様に平成 25 年 3 月期と比較して

3％以上増加している必要があります。２

つ目は、雇用者給与等支給額が適用事業年

度の前事業年度以上であることです。平成

29 年 3 月期に適用を受けるのであれば、

給与等の支給額が平成 28 年 3 月期以上で

ある必要があります。

３つ目は、平均給与等支給額が適用事業

年度の前事業年度を超えていることです。

　適用事業年度及びその前事業年度におい

て給与等の支払を受けた国内雇用者に対す

る給与等のうち、雇用保険の加入対象とな

る方（高年齢継続被保険者などは除く）に

対する給与等をいいます。したがって、例

えば、適用事業年度に新規採用した方や、

その前事業年度に退職した方に支払った給

与等は、平均給与等支給額の計算において

は対象となりませんので注意してください。

野川 悟志（のがわ・さとし）

1965 年生まれ。国税庁課税総括課、国税局法人課税課

などを経て、東京都品川区で税理士登録。

近著「免税店のはじめ方」（税務経理協会）、「税制改正

経過一覧ハンドブック」（共著、大蔵財務協会）、

「間違うと痛い！印紙税の実務Ｑ&Ａ」（共著、大蔵財務

協会）など。ＨＰはしながわ税経事務所　で検索

＜筆者紹介＞

リサ

リサ

リサ

リサ

リサ

～経理課社員リサと顧問税理士サキ先生の税務問答～

軽減法人税が

すると

　 されるの？

給与がアップ

　前回、広報誌に同封の「平成 29 年度税制改正に関
するアンケート」は、全会員の皆様（3297 社）に配布し、
回答数 254 社、約 8％の回答率でした。
　会員の皆様からのご回答ありがとうございました。
また、貴重なるご意見をも記入いただきました。上
野法人会として、皆様のご要望、ご意見を反映すべ
くアンケート結果に意見書を付けて東法連に提出い
たしました。

　「平成 29 年度税制改正に関する

　　　アンケート」回答の結果分析

税制委員長　永田和久

[ と　き ] 平成 28 年 4 月 18 日 ( 月） 10 ： 30 ～
[ ところ ] 朝日信用金庫西町ビル４階

[ と　き ] 平成 28 年 4 月 4 日 ( 月） 11 ： 00 ～
[ ところ ] 朝日信用金庫西町ビル４階

[ と　き ] 平成 28 年 5 月 17 日 ( 火） 11 ： 00 ～
[ ところ ] 朝日信用金庫西町ビル４階

[ と　き ] 平成 28 年 5 月 13 日 ( 金） 11 ： 00 ～
[ ところ ] 朝日信用金庫西町ビル４階

事業委員会（太田委員長）

税制委員会（永田委員長）

社会貢献委員会（長岡委員長）

総務委員会（石本委員長）

委員会報告 　平成 28 年度各委員会最初の会議が順次おこなわれ、
今年度の取組が話し合われました。

●

● 設問 8. 事業承継税制　/　事業承継①　
　　　・子、親族に承継　　　　　　　　　　　　　　37％
　　　・親族外　　　　　　　　　　　　　　　　　　13％
　　　・売却、廃業　　　　　　　　　　　　　　　　10％
　　　・まだ考えていない　　　　　　　　　　　　　31％
設問 9. 事業承継税制　/　事業承継②
　　　　　　　　　　　　事業承継税制について
　　　・事業用資産は他の資産と切り離し
　　　　課税軽減、控除制度を創設すべき　　　　　　36％
　　　・現制度の拡充、改善　　　　　　　　　　　　21％
　　　・現制度が解らない　　　　　　　　　　　　　29％
設問 10. 所得税　/　配偶者控除
　　　・存続すべき　　　　　　　　　　　　　　　　65％
　　　・廃止を含め見直し　　　　　　　　　　　　　26％
設問 11. 地方税　/　固定資産税　
　　　・負担が重く軽減の方向で見直すべき　　　　　57％
　　　・現行程度の負担で良い　　　　　　　　　　　33％
設問 12. 地方の行政改革　
　　　・地方議会のスリム化、チェックの確立　　　　29％
　　　・地方公務員給与の適正化、スリム化　　　　　27％
　　　・国と地方の分担明確化、地方への権限移譲　　26％
設問 13. 社会制度　給付と負担
　　　・給付水準をある程度下げて現行負担維持　　　36％
　　　・現行給付水準を維持、負担増はやむを得ない　35％
　　　・給付水準を大幅に下げ、負担を減らす　　　　11％

設問 1. 法人税　/　法人実効税率
　　　・更なる引下げ　　　　　　　　　59％
　　　・当面必要なし　　　　　　　　　27％
設問 2. 法人税　/　中小法人課税
　　　　　　　　　優遇税制適用範囲
　　　・資本金と他の指標の組み合わせ　58％
　　　・現行通り　　　　　　　　　　　23％
設問 3. 法人関係　/　地方創生
　　　　　　　　　　企業版ふるさと納税
　　　・寄付はしない　　　　　　　　　50％
　　　・わからない　　　　　　　　　　28％
　　　・寄付する予定　　　　　 　　　　2％　
設問 4. 法人関係　/　償却資産税
　　　・設備投資はしない　　　　　　　55％
　　　・する予定、検討する　　　　　　24％
設問 5. 消費税　/　軽減税率制度
　　　・望ましい、止むを得ない　　　　51％
　　　・望ましくない　　　　　　　　　39％
設問 6. 消費税　/　事務負担
　　　・何らかの投資（人員、設備）　　　41％
　　　・煩雑な経理処理　　　　　　　　29％
設問 7. 消費税　/　価格転嫁
　　　・転嫁可　　　　　　　　　　　　71％
　　　・一部しか転嫁可　　　　　　　　25％

＜税制委員会からのお知らせ＞
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税理士　 野川 悟志

  社員の給与がアップすると法人税が軽減

されると聞きましたが、どのような制度で

すか。

　所得拡大促進税制の適用を受けるには、

どのような要件があるのですか。

　金額的な要件は分かりましたが、雇用者

とはどのような方をいうのですか。

　継続雇用者に対する給与等とはどのよう

なものをいうのですか。

  要件によって計算の対象となる給与等

が違うのですね。集計する際は気を付け

ないと。

サキ先生

サキ先生

サキ先生

サキ先生

　お尋ねの制度は「所得拡大促進税制」です

ね。これは、個人の所得水準の改善を通じた

消費拡大などを目指して、平成 25 年度に創

設された制度です。所定の要件をクリアする

必要がありますが、給与等を増加させた場合

に、増加分の 10％相当額が法人税額から控除

（法人税額の 10％〈中小企業者は 20％〉が限

度）されることになります。この給与等は、

所得の計算上、損金に算入されるもので、所

得税法上の給与所得に該当するものが対象と

なります。このため、毎月の給与のほか、賞

与や残業手当、現物給与などは対象となりま

すが、退職金や非課税の通勤手当は対象とな

りません。　 

　雇用者とは、国内の事業所に勤務する雇用

者で賃金台帳に記載された方をいいます。

パートやアルバイトの方も含まれますが、

役員や役員の親族などは除かれます。

ただし、先ほど説明した３つ目の要件の平均

給与等支給額の計算においては、雇用者に対

する給与等ではなく、継続雇用者に対する給

与等であることがポイントです。　 

　大きく３つの要件があります。

１つ目は、雇用者給与等支給額が基準事業

年度（平成 25 年 4 月 1 日以後に開始する

各事業年度のうち最も古い事業年度開始の

日の前日を含む事業年度）と比較し、一定

割合以上増加していることです。リサさん

の会社は資本金が 1,000 万円（中小企業者）

で、事業年度は 4 月 1 日から 3 月 31 日で

すから、平成 29 年 3 月期に適用を受ける

のであれば平成 25 年 3 月期と比較して

3％以上、平成 30 年 3 月期に受けるのであ

れば、同様に平成 25 年 3 月期と比較して

3％以上増加している必要があります。２

つ目は、雇用者給与等支給額が適用事業年

度の前事業年度以上であることです。平成

29 年 3 月期に適用を受けるのであれば、

給与等の支給額が平成 28 年 3 月期以上で

ある必要があります。

３つ目は、平均給与等支給額が適用事業

年度の前事業年度を超えていることです。

　適用事業年度及びその前事業年度におい

て給与等の支払を受けた国内雇用者に対す

る給与等のうち、雇用保険の加入対象とな

る方（高年齢継続被保険者などは除く）に

対する給与等をいいます。したがって、例

えば、適用事業年度に新規採用した方や、

その前事業年度に退職した方に支払った給

与等は、平均給与等支給額の計算において

は対象となりませんので注意してください。

野川 悟志（のがわ・さとし）

1965 年生まれ。国税庁課税総括課、国税局法人課税課

などを経て、東京都品川区で税理士登録。

近著「免税店のはじめ方」（税務経理協会）、「税制改正

経過一覧ハンドブック」（共著、大蔵財務協会）、

「間違うと痛い！印紙税の実務Ｑ&Ａ」（共著、大蔵財務

協会）など。ＨＰはしながわ税経事務所　で検索

＜筆者紹介＞

リサ

リサ

リサ

リサ

リサ

～経理課社員リサと顧問税理士サキ先生の税務問答～

軽減法人税が

すると

　 されるの？

給与がアップ

　前回、広報誌に同封の「平成 29 年度税制改正に関
するアンケート」は、全会員の皆様（3297 社）に配布し、
回答数 254 社、約 8％の回答率でした。
　会員の皆様からのご回答ありがとうございました。
また、貴重なるご意見をも記入いただきました。上
野法人会として、皆様のご要望、ご意見を反映すべ
くアンケート結果に意見書を付けて東法連に提出い
たしました。

　「平成 29 年度税制改正に関する

　　　アンケート」回答の結果分析

税制委員長　永田和久

[ と　き ] 平成 28 年 4 月 18 日 ( 月） 10 ： 30 ～
[ ところ ] 朝日信用金庫西町ビル４階

[ と　き ] 平成 28 年 4 月 4 日 ( 月） 11 ： 00 ～
[ ところ ] 朝日信用金庫西町ビル４階

[ と　き ] 平成 28 年 5 月 17 日 ( 火） 11 ： 00 ～
[ ところ ] 朝日信用金庫西町ビル４階

[ と　き ] 平成 28 年 5 月 13 日 ( 金） 11 ： 00 ～
[ ところ ] 朝日信用金庫西町ビル４階

事業委員会（太田委員長）

税制委員会（永田委員長）

社会貢献委員会（長岡委員長）

総務委員会（石本委員長）

委員会報告 　平成 28 年度各委員会最初の会議が順次おこなわれ、
今年度の取組が話し合われました。

●

● 設問 8. 事業承継税制　/　事業承継①　
　　　・子、親族に承継　　　　　　　　　　　　　　37％
　　　・親族外　　　　　　　　　　　　　　　　　　13％
　　　・売却、廃業　　　　　　　　　　　　　　　　10％
　　　・まだ考えていない　　　　　　　　　　　　　31％
設問 9. 事業承継税制　/　事業承継②
　　　　　　　　　　　　事業承継税制について
　　　・事業用資産は他の資産と切り離し
　　　　課税軽減、控除制度を創設すべき　　　　　　36％
　　　・現制度の拡充、改善　　　　　　　　　　　　21％
　　　・現制度が解らない　　　　　　　　　　　　　29％
設問 10. 所得税　/　配偶者控除
　　　・存続すべき　　　　　　　　　　　　　　　　65％
　　　・廃止を含め見直し　　　　　　　　　　　　　26％
設問 11. 地方税　/　固定資産税　
　　　・負担が重く軽減の方向で見直すべき　　　　　57％
　　　・現行程度の負担で良い　　　　　　　　　　　33％
設問 12. 地方の行政改革　
　　　・地方議会のスリム化、チェックの確立　　　　29％
　　　・地方公務員給与の適正化、スリム化　　　　　27％
　　　・国と地方の分担明確化、地方への権限移譲　　26％
設問 13. 社会制度　給付と負担
　　　・給付水準をある程度下げて現行負担維持　　　36％
　　　・現行給付水準を維持、負担増はやむを得ない　35％
　　　・給付水準を大幅に下げ、負担を減らす　　　　11％

設問 1. 法人税　/　法人実効税率
　　　・更なる引下げ　　　　　　　　　59％
　　　・当面必要なし　　　　　　　　　27％
設問 2. 法人税　/　中小法人課税
　　　　　　　　　優遇税制適用範囲
　　　・資本金と他の指標の組み合わせ　58％
　　　・現行通り　　　　　　　　　　　23％
設問 3. 法人関係　/　地方創生
　　　　　　　　　　企業版ふるさと納税
　　　・寄付はしない　　　　　　　　　50％
　　　・わからない　　　　　　　　　　28％
　　　・寄付する予定　　　　　 　　　　2％　
設問 4. 法人関係　/　償却資産税
　　　・設備投資はしない　　　　　　　55％
　　　・する予定、検討する　　　　　　24％
設問 5. 消費税　/　軽減税率制度
　　　・望ましい、止むを得ない　　　　51％
　　　・望ましくない　　　　　　　　　39％
設問 6. 消費税　/　事務負担
　　　・何らかの投資（人員、設備）　　　41％
　　　・煩雑な経理処理　　　　　　　　29％
設問 7. 消費税　/　価格転嫁
　　　・転嫁可　　　　　　　　　　　　71％
　　　・一部しか転嫁可　　　　　　　　25％

＜税制委員会からのお知らせ＞
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　 源泉部会（黒部隆部会長）では、去る５月１８日(水)朝日信
用金庫西町ビル６階において東京上野税務署山口署長を
はじめ、署幹部ご臨席のもと「第５回報告会」が開催されまし
た。報告会では平成27年度事業報告・決算報告、平成27年
度事業計画・予算報告、役員改選報告がおこなわれ、滞りな
く報告会は終了となりました。

< 報告事項 >

第１号報告
　 平成 27 年度事業報告 ・ 決算報告

第２号報告
　 平成 28 年度事業計画 ・ 予算報告

 報告会

第３号報告
　 役員改選の件

【と　き】 平成 28 年 4 月 15 日 （金） 14 ： 00 ～
【ところ】 朝日信用金庫西町ビル４階会議室

　会議では第５回報告会の件に
ついて話し合われました。

第 1回　役員・実務者担当会議源泉部会

15：00～17：00　セミナー
17：10～17：40　報告会
17：45～      　　懇談会

【と　き】 平成２８年５月１８日 （水）

第５回 報告会
公益社団法人上野法人会　源泉部会

【ところ】 朝日信用金庫西町ビル 6 階

今後とも、皆様のご協力を
　　　よろしくお願い致します。

東日本大震災被災地（宮城県気仙沼市本吉町）へ

　源泉部会(黒部部会長)で
は会員のヨシディア(株)様を
中心としたアルミ缶のプルタ
ブ回収をして車椅子に交換
し寄贈する活動を行っており
ます。皆様のご協力のおか
げで今回18台目の車椅子に
なりました。 この車椅子は平
成28年3月4日に宮城県気
仙沼市本吉町の｢気仙沼市
立本吉病院｣に寄贈させて
頂きました。

１８台目車椅子を寄贈
▲（左から） 東京上野税務署
　　山口署長、 町田副署長、 内田法 1 統括官、
    伊東法 2 統括官、 平部上席国税調査官▲黒部部会長

上野優申会　第15回　定時総会

【ところ】上野精養軒「桜の間」
【と　き】平成２８年５月１０日（火）

第1部 定時総会   16:00～
第2部 講演会　　16:30～
第3部 懇親会　　18:00～

　上野優申会では、「第 15 回定時総会」が、会員数 1０２社中、出席者
76 社（内、委任状による出席 42 社）で、過半数をこえており適法に成立
し開催されました。規約により奥出会長が議長となり議事を進行し、各議案
とも滞りなく満場一致で承認を頂き、無事閉会となりました。

【
総
会
議
題
】

＜総会講演会＞

今年度の上野優申会 ・ 総会講演会は、 ランチェスター戦略コンサルタント
の福永雅文氏をお招きして、 「真田三代四将に学ぶ逆転の戦略」 と題し、
講演をしていただきました。 福永氏は歴史に造詣が深く、 歴史上の有名な
出来事や偉人の生涯を題材に様々な分析や考察を重ね、 現代の経営にも
通ずる手法へと導く論理展開が鮮やかで、 大変興味深い講演内容だったと
参加者の皆様にもご好評を頂きました。

1）議事録署名人選出の件
2）平成２７年度事業報告承認の件
3）平成２７年度収支決算報告承認の件
　　　　同　　　 　監査報告承認の件
4）平成２８年度事業計画（案）承認の件
5）平成２８年度収支予算（案）承認の件

「真田三代四将に学ぶ逆転の戦略」
講師：ランチェスター戦略コンサルタント 福永 雅文 氏

福永雅文氏

奥出会長

高
谷
会
計

斉
藤
監
事

佐
藤
副
会
長

井
田
会
計

< 司会 >

各報告会　17：00～
講 演 会　17：30～
懇 談 会　18：30～【ところ】ホテルパークサイド

【と　き】平成 28 年４月１９日 (火 )

公益社団法人 上野法人会
青年部会

「第５回 報告会」
女性部会

「第５回 報告会」

第１部　報告会

< 報告事項 >
第１号報告
　 平成２７年度事業報告
　 　　  〃　 　　決算報告
第２号報告
　 平成２８年度事業計画
　 　　  〃　 　　予算報告

　 青年部会（冨坂伸吾部会長）では、東京上野税務署

町田副署長ご臨席のもと「第５回報告会」が開催されま

した。報告会では平成２7年度事業報告・決算報告、

平成２8年度事業計画・予算報告がおこなわれました。

町田副署長様より御挨拶を頂き滞りなく報告会は終了

となりました。

　 女性部会（中立由美子部会長）では、東京上野税務署

山口署長、法人課税第一部門内田統括官ご臨席のもと

「第５回報告会」が開催されました。、報告会では平成２７

年度事業報告・決算報告、平成２８年度事業計画・予算

報告がおこなわれました。山口署長様より御挨拶を頂き

滞りなく報告会は終了となりました。

冨坂青年部会長

ご挨拶
佐藤青年担当副会長

乾杯のご発声
常見青年顧問

青年部会、女性部会合同
での懇談会が和やかに行
われました。

第３部　懇談会

中立女性部会長

ご挨拶 : 山口署長

ご挨拶
森重女性担当副会長

中締めのご挨拶
吉田女性顧問

全国女性フォーラム「福島大会」

平成 28 年 4 月 14 日（木）14：00 ～
（会場：ビッグパレットふくしま）

今年度の全国女性フォーラム「福島

大会」がビッグパレットふくしまにて

開催されました。当会女性部会からは、

吉田顧問、中立部会長、中山・鍔副部会

長の４名の方が参加されました。

第二部　トークショー演題

「奇跡を起こす人になれ」

今年度も東京上野
税務署山口署長様
より女性部会「社
会貢献活動」にご
協力として使用済
み切手を贈呈して
頂きました。

　今回はトークショー形式の講演会で常見
青年顧問がコーディネーターとなり、竹原氏
とのトークを盛り上げてくれました。
幼少時代、日本人初の世界ミドル級チャン
ピオン、膀胱がんの闘病についてなど、い
ろいろお話しいただき、皆さん大変興味深
く聞き入っていました。

元ボクシング世界ミドル級チャンピオン

竹原慎二氏
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　 源泉部会（黒部隆部会長）では、去る５月１８日(水)朝日信
用金庫西町ビル６階において東京上野税務署山口署長を
はじめ、署幹部ご臨席のもと「第５回報告会」が開催されまし
た。報告会では平成27年度事業報告・決算報告、平成27年
度事業計画・予算報告、役員改選報告がおこなわれ、滞りな
く報告会は終了となりました。

< 報告事項 >

第１号報告
　 平成 27 年度事業報告 ・ 決算報告

第２号報告
　 平成 28 年度事業計画 ・ 予算報告

 報告会

第３号報告
　 役員改選の件

【と　き】 平成 28 年 4 月 15 日 （金） 14 ： 00 ～
【ところ】 朝日信用金庫西町ビル４階会議室

　会議では第５回報告会の件に
ついて話し合われました。

第 1回　役員・実務者担当会議源泉部会

15：00～17：00　セミナー
17：10～17：40　報告会
17：45～      　　懇談会

【と　き】 平成２８年５月１８日 （水）

第５回 報告会
公益社団法人上野法人会　源泉部会

【ところ】 朝日信用金庫西町ビル 6 階

今後とも、皆様のご協力を
　　　よろしくお願い致します。

東日本大震災被災地（宮城県気仙沼市本吉町）へ

　源泉部会(黒部部会長)で
は会員のヨシディア(株)様を
中心としたアルミ缶のプルタ
ブ回収をして車椅子に交換
し寄贈する活動を行っており
ます。皆様のご協力のおか
げで今回18台目の車椅子に
なりました。 この車椅子は平
成28年3月4日に宮城県気
仙沼市本吉町の｢気仙沼市
立本吉病院｣に寄贈させて
頂きました。

１８台目車椅子を寄贈
▲（左から） 東京上野税務署
　　山口署長、 町田副署長、 内田法 1 統括官、
    伊東法 2 統括官、 平部上席国税調査官▲黒部部会長

上野優申会　第15回　定時総会

【ところ】上野精養軒「桜の間」
【と　き】平成２８年５月１０日（火）

第1部 定時総会   16:00～
第2部 講演会　　16:30～
第3部 懇親会　　18:00～

　上野優申会では、「第 15 回定時総会」が、会員数 1０２社中、出席者
76 社（内、委任状による出席 42 社）で、過半数をこえており適法に成立
し開催されました。規約により奥出会長が議長となり議事を進行し、各議案
とも滞りなく満場一致で承認を頂き、無事閉会となりました。

【
総
会
議
題
】

＜総会講演会＞

今年度の上野優申会 ・ 総会講演会は、 ランチェスター戦略コンサルタント
の福永雅文氏をお招きして、 「真田三代四将に学ぶ逆転の戦略」 と題し、
講演をしていただきました。 福永氏は歴史に造詣が深く、 歴史上の有名な
出来事や偉人の生涯を題材に様々な分析や考察を重ね、 現代の経営にも
通ずる手法へと導く論理展開が鮮やかで、 大変興味深い講演内容だったと
参加者の皆様にもご好評を頂きました。

1）議事録署名人選出の件
2）平成２７年度事業報告承認の件
3）平成２７年度収支決算報告承認の件
　　　　同　　　 　監査報告承認の件
4）平成２８年度事業計画（案）承認の件
5）平成２８年度収支予算（案）承認の件

「真田三代四将に学ぶ逆転の戦略」
講師：ランチェスター戦略コンサルタント 福永 雅文 氏

福永雅文氏

奥出会長

高
谷
会
計

斉
藤
監
事

佐
藤
副
会
長

井
田
会
計

< 司会 >

各報告会　17：00～
講 演 会　17：30～
懇 談 会　18：30～【ところ】ホテルパークサイド

【と　き】平成 28 年４月１９日 (火 )

公益社団法人 上野法人会
青年部会

「第５回 報告会」
女性部会

「第５回 報告会」

第１部　報告会

< 報告事項 >
第１号報告
　 平成２７年度事業報告
　 　　  〃　 　　決算報告
第２号報告
　 平成２８年度事業計画
　 　　  〃　 　　予算報告

　 青年部会（冨坂伸吾部会長）では、東京上野税務署

町田副署長ご臨席のもと「第５回報告会」が開催されま

した。報告会では平成２7年度事業報告・決算報告、

平成２8年度事業計画・予算報告がおこなわれました。

町田副署長様より御挨拶を頂き滞りなく報告会は終了

となりました。

　 女性部会（中立由美子部会長）では、東京上野税務署

山口署長、法人課税第一部門内田統括官ご臨席のもと

「第５回報告会」が開催されました。、報告会では平成２７

年度事業報告・決算報告、平成２８年度事業計画・予算

報告がおこなわれました。山口署長様より御挨拶を頂き

滞りなく報告会は終了となりました。

冨坂青年部会長

ご挨拶
佐藤青年担当副会長

乾杯のご発声
常見青年顧問

青年部会、女性部会合同
での懇談会が和やかに行
われました。

第３部　懇談会

中立女性部会長

ご挨拶 : 山口署長

ご挨拶
森重女性担当副会長

中締めのご挨拶
吉田女性顧問

全国女性フォーラム「福島大会」

平成 28 年 4 月 14 日（木）14：00 ～
（会場：ビッグパレットふくしま）

今年度の全国女性フォーラム「福島

大会」がビッグパレットふくしまにて

開催されました。当会女性部会からは、

吉田顧問、中立部会長、中山・鍔副部会

長の４名の方が参加されました。

第二部　トークショー演題

「奇跡を起こす人になれ」

今年度も東京上野
税務署山口署長様
より女性部会「社
会貢献活動」にご
協力として使用済
み切手を贈呈して
頂きました。

　今回はトークショー形式の講演会で常見
青年顧問がコーディネーターとなり、竹原氏
とのトークを盛り上げてくれました。
幼少時代、日本人初の世界ミドル級チャン
ピオン、膀胱がんの闘病についてなど、い
ろいろお話しいただき、皆さん大変興味深
く聞き入っていました。

元ボクシング世界ミドル級チャンピオン

竹原慎二氏
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雨で参加者は少数でしたが
交流を図ることが出来ました。

佐竹地区
（轟地区長）【みんな集まれお花見会】

両日とも五月晴れに恵まれ、
大勢の子供達が参加しました。

中根岸地区
（竹田地区長）【子供広場】

平成 28 年 5 月 14 日 ( 土 ) ～ 15 日 （日） 防災広場根岸の里

入谷中央地区
（服部地区長）【防災施設見学会】

平成 28 年 3 月 27 日 ( 日 ) 本所都民防災教育センター

御徒町一丁目地区
（杉山地区長）【徒一夜店】

平成 28 年 5 月 7 日 ( 土 ) 町会館前面道路

金杉支部
（水野支部長）【スキー教室】

平成 28 年 2 月 26 日 ( 金 ) ～ 28 日 ( 日 ) 長野県霧ケ峰学園

初めてスキーはい
た子もボーゲンが
出来るようになり、
親子で楽しく滑れ
るようになりました。

【親子スキー教室】

平成 28 年 4 月 3 日 ( 日 ) 旧吉田屋酒店広場

【桜まつり】

金杉上町地区
（水野地区長）【女性部バス研修会】

平成 28 年 5 月 14 日 ( 土 ) 千葉県佐倉方面

長者町一丁目地区

町内路上にて町内会清掃を
年１０回行いました。

（安田地区長）【町会内清掃】
東上野一丁目地区

天気にも恵まれ今年も和気藹
々と楽しく催されました。

（岩井地区長）【太郎稲荷神社初午祭】

入谷支部

竹町支部 東上野支部

金杉支部

谷中支部
谷中第一地区

（佐藤地区長）
谷中第三地区

（斉藤地区長）

平成 28 年 4 月 3 日 ( 日 ) 竹町公園 平成 27 年 4 月～平成 28 年 3 月 町内路上 平成 28 年 3 月 6 日 ( 日 ) 太郎稲荷神社

楽しみながらスキーを上達す
ることが出来ました。

香取神宮参拝や佐原の町並
み散策等盛りだくさんでした。

平成 28 年 3 月 4 日 ( 金 ) ～ 6 日 ( 日 ) 長野県霧ケ峰学園

ゲームコーナーや模擬店等
で楽しく盛り上がりました。

町内の皆さんや多
くの観光客がお団
子や甘酒、 ジャズ
の演奏や桜の花を
楽しみました。

地震等の模擬体験で防災行
動について学びました

支部・地区だより支部・地区だより

　 各支部において東京上野税務署法人課税部門の各統括官、
及び幾世橋上席国税調査官ご臨席のもと、支部事業報告会が行
われました。平成２７年度事業報告・決算報告、平成２８年度事業
計画・予算報告について話し合われ、研修会では幾世橋上席国
税調査官に「平成２８年度税制改正について」をお話頂きました。

支部　事業報告会

研修会では、今年度の税制
改正について、資料を使い
説明して頂きました。

幾世橋上席国税調査官

【入谷支部】 ＜服部支部長＞

平成 28 年 5 月 24 日（火）入谷区民館

【金杉支部】 ＜水野支部長＞

平成 28 年 5 月 12 日（木）金杉区民館

【谷中支部】 ＜佐藤支部長＞

平成 28 年 5 月 20 日（金）山ぎし

【竹町支部】 ＜麻生支部長＞

平成 28 年 5 月 9 日（月）台東地区センター

【東上野支部】 ＜尾高支部長＞

平成 28 年 5 月 11 日（水）東上野地区センター

【上野支部】 ＜土肥支部長＞

平成 28 年 5 月 17 日（火）上野地区センター

～研修会～
「平成 2８年度税制改正について」

▲

セミナー報告セミナー報告

日  時

受講料

平成 27 年 12 月 1 日より施行された 「ストレス
チェック制度」 について解説いただきました。
講師の玉置氏はメンタルクリニック ・ 精神科病
院勤務の豊富な経験 ・知識をもとに、 働く人
のメンタルヘルスの業務に従事される傍ら、
企業や法人会、 行政機関などでメンタルヘル
スのコンサルや各種の研修を行っていらっしゃ
います。 ストレスチェック制度は、 働く人のメ
ンタルヘルス不調の未然防止、 働く人自身の
ストレスへの気付きを促す、 ストレスの原因と
なる職場環境の改善につなげるという目的を
持っています。 具体的な内容については、
参加者の殆どの方がまだよく把握されていな
いとのことで、 これから周知されていくものと
思われます。 講義の内容は、 分かり易くよく
理解できたとの感想をいただきました。

上席国税調査官

幾世橋 享明
きよはし　　　　  たかあき

東京上野税務署 
法人課税第 1 部門

朝日信用金庫西町ビル  階

（木）平成 28 年 月 日

9:30 ～ 16:30

２14

6

〈1 日税務セミナー〉

日  時

会  場

講  師

＜管理セミナー＞

ストレスチェックストレスチェックストレスチェック
実施のポイント

制度制度

氏

ダイヤル・サービス株式会社
        チーフカウンセラー
精神保健福祉士
EAP コンサルタント

玉置 和彦
たまおき　     かずひこ

講 師

朝日信用金庫西町ビル７階

平成 28 年３ 15月 日（火）14:00 ～ 16:00【日  時】

【会  場】

法人税・消費税申告書の書き方
仮決算書から法人税及び消費税の申告書作成まで

２ 4

朝日信用金庫西町ビル  階

（木）平成 28 年 月 日

9:30 ～ 16:30

7

日  時

会  場

〈実務セミナー〉

日  時

会  場

平成 28 年５ 12月 日（木）

朝日信用金庫西町ビル７階

13:30～ 16:30

蔵中　一浩
くらなか　　    　かずひろ

氏

横浜リンケージ社労士事務所 代表
特定社会保険労務士

講師

実務とポイント

の実務利用へ最終確認！

マイナンバーマイナンバー

・ の社会保険 労働保険 マイナンバー制度マイナンバー制度への企業対応
１問１答でわかる、

＜実務セミナー＞

15：00～17：00 

小島経営労務事務所所長　
特定社会保険労務士

小島 信一 氏

講 師

【と　き】平成28年５月18日（水）

【ところ】朝日信用金庫西町ビル６階

本セミナーは、 複雑な保険制度とマイナ
ンバーを記載する届出の種類 ・時期な
ど実務面をメインに進められました。 講
師の蔵中氏は金融機関で融資審査、 債
権回収などに従事された後、 独立し社
会保険労務士事務所を開設されました。
社労士の業務に加え銀行での実務経験を活かし、 中小企業経営
へサポートを行っている傍ら、 セミナー ・ コンサルタントで活躍され
ていらっしゃいます。 昨年も社会保険 ・労働保険のセミナーを担
当いただき、 高評価をいただいた講師で、 今回はマイナンバー関
連の実務も取入れており、 比較的経験の浅い担当者の方にも、
役に立つ知識をとても分かり易く聞けたとの感想をいただきました。

今回の講師小島信一氏は、 昨
年も 「マイナンバー制度」 のセミ
ナーを担当し、 好評をいただい
ており、 今回はいよいよ運用に
入ったマイナンバーの実務対応
をテーマに講義いただくこととしま
した。 小島氏は昨年来より各地
の法人会などで数多くセミナーを
開催しており、そのなかで、質問が多かった項目などをピックアッ
プし、 表題にありますように、 1 問 1 答で分かり易く解説いただ
きました。 運用が開始されたものの、 まだまだ不明な点や疑問
点が多く、 実務担当者の方々のご苦労が伺えます。 業務多忙
ななか、 ご参加いただいた方々の実務にこのセミナーがお役に
立てれば幸いです。

この講座は、 企業の経理担当者向けに、
法人税や消費税の申告書の作成に関し
て演習問題を交えながら実践的な解説を
しているもので、 年間３回ほど定期的に
開催しています。
講師は、 東京上野税務署 ・法人課税
第 1 部門幾世橋上席国税調査官にお願
いいたしました。 昼食を挟み６時間にわ
たる長時間のセミナーでしたが、 具体的
な事例に基づいた計算や書類作成等の
演習はとても分かりやすかったと参加者
の皆様にも好評を頂きました。 この講座
は今後も定期的に開催してゆく予定です
ので、 是非また多くの皆様にご参加頂き、 業務にお役立ていた
だきたいと思っております。 次回は秋に開催の予定です。
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雨で参加者は少数でしたが
交流を図ることが出来ました。

佐竹地区
（轟地区長）【みんな集まれお花見会】

両日とも五月晴れに恵まれ、
大勢の子供達が参加しました。

中根岸地区
（竹田地区長）【子供広場】

平成 28 年 5 月 14 日 ( 土 ) ～ 15 日 （日） 防災広場根岸の里

入谷中央地区
（服部地区長）【防災施設見学会】

平成 28 年 3 月 27 日 ( 日 ) 本所都民防災教育センター

御徒町一丁目地区
（杉山地区長）【徒一夜店】

平成 28 年 5 月 7 日 ( 土 ) 町会館前面道路

金杉支部
（水野支部長）【スキー教室】

平成 28 年 2 月 26 日 ( 金 ) ～ 28 日 ( 日 ) 長野県霧ケ峰学園

初めてスキーはい
た子もボーゲンが
出来るようになり、
親子で楽しく滑れ
るようになりました。

【親子スキー教室】

平成 28 年 4 月 3 日 ( 日 ) 旧吉田屋酒店広場

【桜まつり】

金杉上町地区
（水野地区長）【女性部バス研修会】

平成 28 年 5 月 14 日 ( 土 ) 千葉県佐倉方面

長者町一丁目地区

町内路上にて町内会清掃を
年１０回行いました。

（安田地区長）【町会内清掃】
東上野一丁目地区

天気にも恵まれ今年も和気藹
々と楽しく催されました。

（岩井地区長）【太郎稲荷神社初午祭】

入谷支部

竹町支部 東上野支部

金杉支部

谷中支部
谷中第一地区

（佐藤地区長）
谷中第三地区

（斉藤地区長）

平成 28 年 4 月 3 日 ( 日 ) 竹町公園 平成 27 年 4 月～平成 28 年 3 月 町内路上 平成 28 年 3 月 6 日 ( 日 ) 太郎稲荷神社

楽しみながらスキーを上達す
ることが出来ました。

香取神宮参拝や佐原の町並
み散策等盛りだくさんでした。

平成 28 年 3 月 4 日 ( 金 ) ～ 6 日 ( 日 ) 長野県霧ケ峰学園

ゲームコーナーや模擬店等
で楽しく盛り上がりました。

町内の皆さんや多
くの観光客がお団
子や甘酒、 ジャズ
の演奏や桜の花を
楽しみました。

地震等の模擬体験で防災行
動について学びました

支部・地区だより支部・地区だより

　 各支部において東京上野税務署法人課税部門の各統括官、
及び幾世橋上席国税調査官ご臨席のもと、支部事業報告会が行
われました。平成２７年度事業報告・決算報告、平成２８年度事業
計画・予算報告について話し合われ、研修会では幾世橋上席国
税調査官に「平成２８年度税制改正について」をお話頂きました。

支部　事業報告会

研修会では、今年度の税制
改正について、資料を使い
説明して頂きました。

幾世橋上席国税調査官

【入谷支部】 ＜服部支部長＞

平成 28 年 5 月 24 日（火）入谷区民館

【金杉支部】 ＜水野支部長＞

平成 28 年 5 月 12 日（木）金杉区民館

【谷中支部】 ＜佐藤支部長＞

平成 28 年 5 月 20 日（金）山ぎし

【竹町支部】 ＜麻生支部長＞

平成 28 年 5 月 9 日（月）台東地区センター

【東上野支部】 ＜尾高支部長＞

平成 28 年 5 月 11 日（水）東上野地区センター

【上野支部】 ＜土肥支部長＞

平成 28 年 5 月 17 日（火）上野地区センター

～研修会～
「平成 2８年度税制改正について」

▲

セミナー報告セミナー報告

日  時

受講料

平成 27 年 12 月 1 日より施行された 「ストレス
チェック制度」 について解説いただきました。
講師の玉置氏はメンタルクリニック ・ 精神科病
院勤務の豊富な経験 ・知識をもとに、 働く人
のメンタルヘルスの業務に従事される傍ら、
企業や法人会、 行政機関などでメンタルヘル
スのコンサルや各種の研修を行っていらっしゃ
います。 ストレスチェック制度は、 働く人のメ
ンタルヘルス不調の未然防止、 働く人自身の
ストレスへの気付きを促す、 ストレスの原因と
なる職場環境の改善につなげるという目的を
持っています。 具体的な内容については、
参加者の殆どの方がまだよく把握されていな
いとのことで、 これから周知されていくものと
思われます。 講義の内容は、 分かり易くよく
理解できたとの感想をいただきました。

上席国税調査官

幾世橋 享明
きよはし　　　　  たかあき

東京上野税務署 
法人課税第 1 部門

朝日信用金庫西町ビル  階

（木）平成 28 年 月 日

9:30 ～ 16:30

２14

6

〈1 日税務セミナー〉

日  時

会  場

講  師

＜管理セミナー＞

ストレスチェックストレスチェックストレスチェック
実施のポイント

制度制度

氏

ダイヤル・サービス株式会社
        チーフカウンセラー
精神保健福祉士
EAP コンサルタント

玉置 和彦
たまおき　     かずひこ

講 師

朝日信用金庫西町ビル７階

平成 28 年３ 15月 日（火）14:00 ～ 16:00【日  時】

【会  場】

法人税・消費税申告書の書き方
仮決算書から法人税及び消費税の申告書作成まで

２ 4

朝日信用金庫西町ビル  階

（木）平成 28 年 月 日

9:30 ～ 16:30

7

日  時

会  場

〈実務セミナー〉

日  時

会  場

平成 28 年５ 12月 日（木）

朝日信用金庫西町ビル７階

13:30～ 16:30

蔵中　一浩
くらなか　　    　かずひろ

氏

横浜リンケージ社労士事務所 代表
特定社会保険労務士

講師

実務とポイント

の実務利用へ最終確認！

マイナンバーマイナンバー

・ の社会保険 労働保険 マイナンバー制度マイナンバー制度への企業対応
１問１答でわかる、

＜実務セミナー＞

15：00～17：00 

小島経営労務事務所所長　
特定社会保険労務士

小島 信一 氏

講 師

【と　き】平成28年５月18日（水）

【ところ】朝日信用金庫西町ビル６階

本セミナーは、 複雑な保険制度とマイナ
ンバーを記載する届出の種類 ・時期な
ど実務面をメインに進められました。 講
師の蔵中氏は金融機関で融資審査、 債
権回収などに従事された後、 独立し社
会保険労務士事務所を開設されました。
社労士の業務に加え銀行での実務経験を活かし、 中小企業経営
へサポートを行っている傍ら、 セミナー ・ コンサルタントで活躍され
ていらっしゃいます。 昨年も社会保険 ・労働保険のセミナーを担
当いただき、 高評価をいただいた講師で、 今回はマイナンバー関
連の実務も取入れており、 比較的経験の浅い担当者の方にも、
役に立つ知識をとても分かり易く聞けたとの感想をいただきました。

今回の講師小島信一氏は、 昨
年も 「マイナンバー制度」 のセミ
ナーを担当し、 好評をいただい
ており、 今回はいよいよ運用に
入ったマイナンバーの実務対応
をテーマに講義いただくこととしま
した。 小島氏は昨年来より各地
の法人会などで数多くセミナーを
開催しており、そのなかで、質問が多かった項目などをピックアッ
プし、 表題にありますように、 1 問 1 答で分かり易く解説いただ
きました。 運用が開始されたものの、 まだまだ不明な点や疑問
点が多く、 実務担当者の方々のご苦労が伺えます。 業務多忙
ななか、 ご参加いただいた方々の実務にこのセミナーがお役に
立てれば幸いです。

この講座は、 企業の経理担当者向けに、
法人税や消費税の申告書の作成に関し
て演習問題を交えながら実践的な解説を
しているもので、 年間３回ほど定期的に
開催しています。
講師は、 東京上野税務署 ・法人課税
第 1 部門幾世橋上席国税調査官にお願
いいたしました。 昼食を挟み６時間にわ
たる長時間のセミナーでしたが、 具体的
な事例に基づいた計算や書類作成等の
演習はとても分かりやすかったと参加者
の皆様にも好評を頂きました。 この講座
は今後も定期的に開催してゆく予定です
ので、 是非また多くの皆様にご参加頂き、 業務にお役立ていた
だきたいと思っております。 次回は秋に開催の予定です。
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つの

雇用問題コメンテーター　長嶋俊三

　 高齢者雇用に生産性アップは欠かせない。 加齢

に伴う心身機能の衰えを補完して生産性を上げる

には職務再設計が有効である。 では、 その基本

デザインを解説しよう。 　1＜作業姿勢の改善＞加齢

による筋肉の低下、 硬化が原因で、 少し重いもの

を持ち上げるだけで腰痛になったり、 また長時間

の前傾姿勢によって強い身体的疲労を感じたりす

る。 無理な姿勢で作業しなくてもよいようにする改

善は、 仕事をしやすくする基本である。 　 2＜重量

物搬送の改善＞重量物の取り扱いは、 大きな負担

となる。 重量物の上げ下げや搬送は、 できるかぎ

り人手に頼らず、 機械化、 道具化すること。 　

3＜作業負荷軽減＞職場にはさまざまな作業負荷

がある。 高齢者が現役として働くためには、 高齢

者にとって無理なやりにくい作業などは、 きめ細か

く排除していくことが望ましい。 　4＜指先機能に

関する改善＞指先、 手の機能低下は他の部位と

比較して遅いといわれている。 しかし、 指先の筋

力の低下、 巧緻性の低下、 震えなどは顕著にあら

われるもので、 これを補完する改善が必要である。

7＜勤務時間に関する改善＞高齢期になると、 人

によりその就業ニーズも多様化してくる。 高齢者

の能力を活かし長く勤務してもらうためには、 勤務

形態の面でも工夫が必要である。 生活や体力を

考慮してワークシェアリングなどを導入することも有

効である。 　8＜働き甲斐を工夫する＞単純作業

の連続や機械の速さにあわせた作業は、 高齢者

でなくても辛いものである。 そこで、 働き甲斐を

阻害している環境や作業の分担などを考慮しなが

ら工夫していくことが必要だ。 　9＜高齢者職場の

開発＞高齢者の能力の蓄積に着目して、 高齢者

だから持つ優れた側面を活用する視点から、 高齢

者の職場、 会社として独立させるなどの方法も考

えられる。 高齢者の視点からの改善は、 若い社員

にはそれ以上に働きやすくなり、 全体的な生産性

アップにつながる。

5＜判断機能に関する改善＞加齢により大脳にお

ける情報処理機能は低下するといわれる。 とくに

短期的記憶、 速さを必要とする情報処理などは

加齢の影響を受けやすいといわれ、 ミス発生の可

能性も高くなってくる。 従ってこの種の改善は、 情報

処理を容易にするという視点からミス防止を主眼に

考える必要がある。

6＜扱いやすさ、 安全への改善＞特定の身体機

能の低下が指摘されない場合でも、 仕事のムリ、

ムダを追究し、 作業を安全で、 やり易いように改

善することが望ましい。

長嶋俊三 （ながしま ・ しゅんぞう）
1947 年生まれ。 明治大学卒。 新聞記者、ＴＶディレクターを経て、

79 年より （財） 高年齢者雇用開発協会発行の月刊誌 『エルダー』

の編集を創刊から担当。 2011 年６月、 独立行政法人高齢 ・ 障害

者雇用支援機構を退職。 著書に 『60 歳からの仕事』 （清家篤慶

應義塾大学教授と共著、 講談社刊）、 『エージレス就業社会』 （共

著、 日本能率協会マネジメントセンター刊） などがある。

【筆者紹介】

国立西洋美術館

国立西洋美術館はフランス政府から寄贈返還
された松方コレクション（印象派の絵画およ
びロダンの彫刻を中心とするフランス美術コ
レクション）を基礎に、西洋美術に関する作
品を広く公衆の観覧に供する機関として、
1959（昭和 34）年 4月に発足しました。本館
（ル・コルビュジエ設計、1959 年）・新館（前
川國男設計、1979 年）企画・特別展専用の展
示室に於いて展示事業を行っています。

館　名　　国立西洋美術館
所在地　　東京都台東区上野公園 7-7
開館時間　9:30 ～ 17:30、金曜日は 20:00 まで
　　　　　※入館は閉館の 30 分前まで
休館日　　月曜日（休日の場合は翌火曜日）、年末年始
URL　　　 http://www.nmwa.go.jp/　　　

■平成２８年６月発行　　■発行人　広報委員会　委員長　木村雄二　　■発行所　公益社団法人上野法人会

　(〒110-0015　台東区東上野1-2-1　朝日信用金庫西町ビル５階　ＴＥＬ5818-1151　ＦＡＸ5818-1141）

表紙　≪ 国立西洋美術館 ≫

（写真：�国立西洋美術館） （国立西洋美術館ホームページより抜粋） ※国立西洋美術館より許可を頂き掲載しております。

９ 職務再設計デザイン
生産性を上げる

身体機能の補完は生産性アップの基本

情報処理機能を補完する

働き甲斐を生む

職場に
潤いをもたらす   　　　　の勧め雑談

ストレス要因ワースト１は人間関係、
その実態は…

雑談から生まれる親密なコミュニケーション

産業カウンセラー　柏木 勇一

　厚生労働省が 5年に 1回実施している働く人の

ストレス調査によると、10 年前も 20 年前も、ス

トレス要因のトップはいつも人間関係。職場のス

トレスの 8割は人間関係に原因があると言われて

いることを数字が証明している。この中には、近

年急激に増えているハラスメントも入っている。

ちなみにストレス要因は、仕事の量、仕事の質と

続き、人間関係と合わせてワースト 3としてほぼ

定着している。

　食品メーカーの品質管理部門で働くＡ子さんは

20 代後半で社歴 6年。部長のほか男性 4人、女性

5人という構成。「担当業務だけでアップアップ

なのに、新しい仕事、難しい仕事はいつも自分だ

けにふられる」「みんなは見て見ぬふりで助けて

くれない」と語り、疲労も重なり、夜も眠れず、

食欲も落ちた、と訴えてきた。上司や同僚を非難

する言葉は激しく、職場には自分の居場所がない

という。この孤独と絶望感に対して、何も手を打

たないとストレスからくる病気になる心配もあった。

　Ａ子さんのポイントは、コミュニケーションが

うまく取れていないことと指摘できる。まずＡ子

さんに、「急に仕事がふられて困った時に断った

ことはあったか。助けを求めたことは？」と聞い

てみた。答えはいずれもノー。つまり職場でのＡ

子さんは、（もちろん直接本人に指摘はしないが）

自己主張が苦手、人に頼めない、断れない人だっ

た。言い換えれば、自分を抑えて我慢していると

いうイメージが浮かんだ。

　実はいま、Ａ子さんのようなタイプの人が多く

なっている。友人とワイワイがやがやと本音で話

し合ってきた経験が少ないことも原因だろう。一

方で、ここが重要な点だが、職場にも余裕がなく

ギリギリの要員しか雇えないという背景も見逃せ

ない。パソコン操作やメールのやりとりが主流と

なっている職場では会話自体が少ない。

　このような閉塞状態を解決させる潤滑油こそ、

雑談であることをぜひ知ってほしい。

　あるＩＴ系会社の実例を紹介したい。いくつか

のプロジェクトチームのひとつで、10 人足らず

のメンバー。当然、話し合いながら仕事をしてい

る人もいる。突然リーダーが「じゃあ集まって」

と一声。全員がソファーがあるコーナーへ。そこ

で語られるのは、休日の出来事やちょっとしたい

い体験談、ひいきのサッカーチームの活躍ぶりな

ど。どうでもいいような話と受け止める人もいる

が、この会話にはいつしか笑いながらはまってし

まう。時間にして 15 分。「さあ戻ろう」という声

でそれぞれのデスクへ。

　この間、同じフロアの別のチームは仕事に集中。

ソファーに座って楽しく話し合っているチームを

振り向きもしない。時間をずらして、別のチーム

も同じ場面を展開する。毎日ではないし時間も決

まってはいない。仕事の流れを読むリーダーの判

断で行われている。

　この雑談コミュニケーションを通して、同じ職

場で働く仲間の人柄が通じ合い、気軽に話し合え

るようになる。そうなれば、助けてと言えない、

頼めない、断れないという、自分が作っているか

もしれないコミュニケーションの壁は生まれない。

　人間関係改善は豊かなコミュニケーションから、

と言われ続けている。ここで強調したいのは、日々

のコミュニケーションとは、仕事の話ばかりでは

なく、報告、連絡、相談を細かにやることでもな

く、雑談（時には冗談も）であることも忘れない

でほしい。もちろん雑談の交わし方はそれぞれの

職場に合ったやり方で。

柏木 勇一（かしわぎ ゆういち）

1941 年生まれ。大学卒業後、新聞社勤務を経て、現在ＥＡＰ企業
でカウンセラーとして活動。産業カウンセラー、日本産業カウン
セラー協会認定キャリア・コンサルタント、家族相談士、交流分析士。

[ 筆者紹介 ]
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雇用問題コメンテーター　長嶋俊三

　 高齢者雇用に生産性アップは欠かせない。 加齢

に伴う心身機能の衰えを補完して生産性を上げる

には職務再設計が有効である。 では、 その基本

デザインを解説しよう。 　1＜作業姿勢の改善＞加齢

による筋肉の低下、 硬化が原因で、 少し重いもの

を持ち上げるだけで腰痛になったり、 また長時間

の前傾姿勢によって強い身体的疲労を感じたりす

る。 無理な姿勢で作業しなくてもよいようにする改

善は、 仕事をしやすくする基本である。 　 2＜重量

物搬送の改善＞重量物の取り扱いは、 大きな負担

となる。 重量物の上げ下げや搬送は、 できるかぎ

り人手に頼らず、 機械化、 道具化すること。 　

3＜作業負荷軽減＞職場にはさまざまな作業負荷

がある。 高齢者が現役として働くためには、 高齢

者にとって無理なやりにくい作業などは、 きめ細か

く排除していくことが望ましい。 　4＜指先機能に

関する改善＞指先、 手の機能低下は他の部位と

比較して遅いといわれている。 しかし、 指先の筋

力の低下、 巧緻性の低下、 震えなどは顕著にあら

われるもので、 これを補完する改善が必要である。

7＜勤務時間に関する改善＞高齢期になると、 人

によりその就業ニーズも多様化してくる。 高齢者

の能力を活かし長く勤務してもらうためには、 勤務

形態の面でも工夫が必要である。 生活や体力を

考慮してワークシェアリングなどを導入することも有

効である。 　8＜働き甲斐を工夫する＞単純作業

の連続や機械の速さにあわせた作業は、 高齢者

でなくても辛いものである。 そこで、 働き甲斐を

阻害している環境や作業の分担などを考慮しなが

ら工夫していくことが必要だ。 　9＜高齢者職場の

開発＞高齢者の能力の蓄積に着目して、 高齢者

だから持つ優れた側面を活用する視点から、 高齢

者の職場、 会社として独立させるなどの方法も考

えられる。 高齢者の視点からの改善は、 若い社員

にはそれ以上に働きやすくなり、 全体的な生産性

アップにつながる。

5＜判断機能に関する改善＞加齢により大脳にお

ける情報処理機能は低下するといわれる。 とくに

短期的記憶、 速さを必要とする情報処理などは

加齢の影響を受けやすいといわれ、 ミス発生の可

能性も高くなってくる。 従ってこの種の改善は、 情報

処理を容易にするという視点からミス防止を主眼に

考える必要がある。

6＜扱いやすさ、 安全への改善＞特定の身体機

能の低下が指摘されない場合でも、 仕事のムリ、

ムダを追究し、 作業を安全で、 やり易いように改

善することが望ましい。
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９ 職務再設計デザイン
生産性を上げる

身体機能の補完は生産性アップの基本

情報処理機能を補完する

働き甲斐を生む

職場に
潤いをもたらす   　　　　の勧め雑談

ストレス要因ワースト１は人間関係、
その実態は…

雑談から生まれる親密なコミュニケーション

産業カウンセラー　柏木 勇一

　厚生労働省が 5年に 1回実施している働く人の

ストレス調査によると、10 年前も 20 年前も、ス

トレス要因のトップはいつも人間関係。職場のス

トレスの 8割は人間関係に原因があると言われて

いることを数字が証明している。この中には、近

年急激に増えているハラスメントも入っている。

ちなみにストレス要因は、仕事の量、仕事の質と

続き、人間関係と合わせてワースト 3としてほぼ

定着している。

　食品メーカーの品質管理部門で働くＡ子さんは

20 代後半で社歴 6年。部長のほか男性 4人、女性

5人という構成。「担当業務だけでアップアップ

なのに、新しい仕事、難しい仕事はいつも自分だ

けにふられる」「みんなは見て見ぬふりで助けて

くれない」と語り、疲労も重なり、夜も眠れず、

食欲も落ちた、と訴えてきた。上司や同僚を非難

する言葉は激しく、職場には自分の居場所がない

という。この孤独と絶望感に対して、何も手を打

たないとストレスからくる病気になる心配もあった。

　Ａ子さんのポイントは、コミュニケーションが

うまく取れていないことと指摘できる。まずＡ子

さんに、「急に仕事がふられて困った時に断った

ことはあったか。助けを求めたことは？」と聞い

てみた。答えはいずれもノー。つまり職場でのＡ

子さんは、（もちろん直接本人に指摘はしないが）

自己主張が苦手、人に頼めない、断れない人だっ

た。言い換えれば、自分を抑えて我慢していると

いうイメージが浮かんだ。

　実はいま、Ａ子さんのようなタイプの人が多く

なっている。友人とワイワイがやがやと本音で話

し合ってきた経験が少ないことも原因だろう。一

方で、ここが重要な点だが、職場にも余裕がなく

ギリギリの要員しか雇えないという背景も見逃せ

ない。パソコン操作やメールのやりとりが主流と

なっている職場では会話自体が少ない。

　このような閉塞状態を解決させる潤滑油こそ、

雑談であることをぜひ知ってほしい。

　あるＩＴ系会社の実例を紹介したい。いくつか

のプロジェクトチームのひとつで、10 人足らず

のメンバー。当然、話し合いながら仕事をしてい

る人もいる。突然リーダーが「じゃあ集まって」

と一声。全員がソファーがあるコーナーへ。そこ

で語られるのは、休日の出来事やちょっとしたい

い体験談、ひいきのサッカーチームの活躍ぶりな

ど。どうでもいいような話と受け止める人もいる

が、この会話にはいつしか笑いながらはまってし

まう。時間にして 15 分。「さあ戻ろう」という声

でそれぞれのデスクへ。

　この間、同じフロアの別のチームは仕事に集中。

ソファーに座って楽しく話し合っているチームを

振り向きもしない。時間をずらして、別のチーム

も同じ場面を展開する。毎日ではないし時間も決

まってはいない。仕事の流れを読むリーダーの判

断で行われている。

　この雑談コミュニケーションを通して、同じ職

場で働く仲間の人柄が通じ合い、気軽に話し合え

るようになる。そうなれば、助けてと言えない、

頼めない、断れないという、自分が作っているか

もしれないコミュニケーションの壁は生まれない。

　人間関係改善は豊かなコミュニケーションから、

と言われ続けている。ここで強調したいのは、日々

のコミュニケーションとは、仕事の話ばかりでは

なく、報告、連絡、相談を細かにやることでもな

く、雑談（時には冗談も）であることも忘れない

でほしい。もちろん雑談の交わし方はそれぞれの

職場に合ったやり方で。

柏木 勇一（かしわぎ ゆういち）
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利用することで売掛金回収の不安が軽減され
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キャッシュフロー
の 安 定 化
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